
15【概要】石岡市児童クラブ個別施設計画 

１．対象施設 

■基本的な考え方 
 

 ・児童クラブは存続する。 
   児童クラブは昼間，保護者（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条に規定する保護者をいう）のいない 
   家庭の児童を対象として，児童の健全育成を図ることを目的としており（石岡学童保育事業条例（平成18年 
   条例第24条）），放課後を楽しく安全に過ごせるよう，今後も存続する。 
 

 ・小学校の統合再編を踏まえて集約化を検討する。 
    現在，児童クラブは19施設設置されており，そのうち15施設が小学校の余裕教室を利用し，放課後，児童の 
   生活の連続性を確保するため，各小学校に設置している。    
    石岡市立小中学校統合再編計画を踏まえ，将来，小学校が統合され，現在の学校数と変更になることが予想 
   されるため，その統合再編を踏まえて集約化を検討する。 
 

 ・老朽化対策として大規模改修を行い，安全性を確保する。 

  名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築 
年度 

（年度） 

児童 
定員 

登録 
児童数 

職員
数 

構造 
（主たる 
建物） 

複合・併
設施設 

小学校 

1 石岡小児童クラブ 総社一丁目2番10号 128.00 昭和43 77 32 4 RC造 ● 

2 府中小児童クラブ 若松一丁目11番18号 204.75 昭和50 124 120 14 RC造 ● 

3 高浜小児童クラブ 高浜62番地 68.00 昭和54 41 9 3 RC造 ● 

4 東小児童クラブ 旭台一丁目11番3号 199.54 平成22 93 90 12 軽量S造   

5 三村小児童クラブ 三村1853番地 64.64 平成15 39 23 4 RC造 ● 

6 関川小児童クラブ 石川1153番地 60.00 昭和59 28 19 3 RC造 ● 

7 北小児童クラブ 根当10949番地 99.79 平成15 47 18 3 軽量S造   

8 南小児童クラブ 南台四丁目1番1号 201.23 平成23 94 86 8 W造   

9 杉並小児童クラブ 杉並二丁目3番1号 204.87 平成16 99 60 9 軽量S造   

10 園部小児童クラブ 宮ケ崎6番地 125.80 昭和55 76 61 8 RC造 ● 

11 東成井小児童クラブ 東成井996番地 64.00 昭和57 84 59 8 RC造 ● 

12 瓦会小児童クラブ 瓦谷1135番地2 63.33 昭和54 19 11 3 RC造 ● 

13 林小児童クラブ 下林857番地1 61.20 昭和62 74 40 6 RC造 ● 

14 恋瀬小児童クラブ 小見832番地1 91.80 昭和60 37 27 3 RC造 ● 

15 葦穂小児童クラブ 小屋1054番地 108.00 平成4 65 32 4 RC造 ● 

16 吉生小児童クラブ 吉生513番地2 64.00 昭和53 38 11 3 RC造 ● 

17 柿岡小児童クラブ 柿岡2159番地2 83.70 昭和47 75 60 9 RC造 ● 

18 小幡小児童クラブ 小幡4080番地 61.20 昭和59 37 40 4 RC造 ● 

19 小桜小児童クラブ 川又746番地 105.10 平成5 51 37 4 RC造 ● 

合計 2,058.95   1,198 835 112     



５．対策内容と実施時期 下記工程表のとおり。 

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

東小児童クラブ 中規模修繕 

北小児童クラブ 大規模改修 

南小児童クラブ 中規模修繕 

杉並小児童クラブ 大規模改修 

６．対策費用  

  更新単価 
   東  中規模修繕 （子育て支援施設等＝ 66千円）× 199.54㎡ ＝ 13,170千円 
   北  大規模改修 （子育て支援施設等＝170千円）×  99.79㎡ ＝ 16,965千円 
   南  中規模修繕 （子育て支援施設等＝ 66千円）× 201.23㎡ ＝ 13,282千円 
   杉並 大規模改修 （子育て支援施設等＝170千円）× 204.87㎡ ＝ 34,828千円 
 

                              10年合計額 ＝ 78,245千円 

  ※「石岡市公共施設白書」のコスト試算で用いた地域総合整備財団の更新費用試算ソフトの共通試算条件の更新 
   単価（大規模改修費用の単価）及び計算式（下記参照）を使用した10年間の更新費用。ただし，健全化調査や設 
     計費用等は含まない。 

７．今後の対応方針 

 ・小学校校舎内とは別に設置している，東小，北小，南小，杉並小の児童クラブについては， 

  中規模修繕及び大規模改修を適宜行い，児童が安全に過ごせる環境を維持する。 

 ・小学校校舎内に設置されている児童クラブの改修は小学校に準ずる。 

 ・小学校の統合再編の状況を踏まえて，集約化を進めることとなるため，統合先の児童クラ 

  ブの需要によっては，施設の新設又は改築を行うことで児童クラブを存続していく。 

２．計画期間  

  令和2年度から令和11年度までの10年間。 

３．対策の優先順位の考え方 

  優先順位①利用者の安全確保のため，老朽化対策を行う。  
  優先順位②経過年数・耐用年数を基に順位付けを行い長寿命化やバリアフリー化を行う。 
  優先順位③小中学校再編計画の実施に合わせて継続検討を行う。 

４．個別施設の状態等  

  安全性：すべての施設が耐震安全性を確保している。 

※上記４施設以外は小学校の校舎内に設置されており，改修等については小学校の個別施設計画に準ずる。 

※小学校の統合再編を踏まえ，工程表によらず，中規模修繕及び大規模改修の実施時期を変更する場合がある。 


